
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回路基板と、ベース及びカバーを有して内部に回路基板が設けられた基板ユニットであ
って、
　前記ベース側に設けられる第１封印手段と、前記カバー側に設けられる第２封印手段と
、その第１封印手段と第２封印手段とを連結する連結封印部材とを有し、その連結封印部
材によって前記第１封印手段と第２封印手段とが連結されている場合に前記回路基板を取
り出すときには基板ユニットを破壊するか或いは所定の部位を切断することを必要とする
基板ユニットを備えた遊技機において、
　第１封印手段は、連結封印部材が挿入される第１封印部が複数並設され、その複数の第
１封印部の と離間した位置 に設けられる第１取付部と、
その第１取付部と各第１封印部とを連結する複数の第１連結部とを備えると共に、
　第２封印手段は、連結封印部材が挿入される第２封印部が複数並設され、その複数の第
２封印部の と離間した位置 に設けられる第２取付部と、
その第２取付部と各第２封印部とを連結する複数の第２連結部とを備え、
　
　前記第１封印手段と前記ベースとが前記第１取付部を介して一体または一体的に設けら
れてベース体を形成し、
　前記第２封印手段と前記カバーとが前記第２取付部を介して一体または一体的に設けら
れてカバー体を形成し、
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列 で前記複数の第１封印部と並列

列 で前記複数の第２封印部と並列

前記第１連結部または前記第２連結部が前記所定の部位であり、



　前記連結封印部材の予備用の部材である予備用連結封印部材と、
　前記ベース体またはカバー体の一方に配設される、前記予備用連結封印部材を抜き差し
し得る抜き差し口を有する予備用部材保持部と、
　前記ベース体またはカバー体の他方に配設される予備用部材係止部とを備え、
　その予備用部材係止部は、前記第１封印部と前記第２封印部とが前記連結封印部材によ
り連結されている状態において、前記予備用部材保持部の抜き差し口と対向する位置に設
けられ、
　前記予備用連結封印部材は、
　前記予備用部材保持部にその抜き取り方向に一部突出した状態で保持され、
　前記第１封印部と前記第２封印部とが前記連結封印部材により連結されていない状態で
は、前記予備用部材保持部から抜き取り可能であり、
　前記第１封印部と前記第２封印部とが前記連結封印部材により連結されている状態では
、前記予備用部材係止部により抜き取り方向への移動を規制され、前記予備用部材保持部
からの抜き取りが防止されているものであり、
　さらに、前記予備用部材係止部を含むベース体またはカバー体を透明材料で形成し、
　前記第１封印部と第２封印部とが前記連結封印部材により連結されている場合であって
も、前記予備用部材保持部と前記予備用部材係止部との間から前記予備用連結封印部材の
突出部を直視できるようにし、かつ、前記予備用部材係止部を通して前記予備用連結封印
部材を視認できるようにしたことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明はパチンコ機やスロットマシーン等の遊技機に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　近年、パチンコ機およびスロットマシーン等の遊技機は、遊技盤に設けられる入賞装置
および表示装置等を制御して遊技の興趣を盛り上げるものが主流となっている。この入賞
装置および表示装置の制御はＩＣ，ＬＳＩ等の多数の電子部品を搭載したロジック制御回
路基板、又は、マイクロコンピュータを搭載した制御回路基板により行われ、これらの制
御回路基板はボックスベースおよびボックスカバーを備えた基板ボックスに被包され収納
される。
【０００３】
　ところで、基板ボックス内に収納された制御回路基板から遊技内容に関する制御情報が
記憶されたＲＯＭを取り外し交換して、遊技機の遊技内容を変更する不正行為が近年問題
になっている。一方、かかる不正行為の防止対策として、特願平９－１１０７００号（未
公知）に記載された基板ボックス封印具等を用いて基板ボックスを封印することにより、
基板ボックス内に収納された制御回路基板からＲＯＭを取り外して交換し遊技内容を変更
する不正行為を防止する方法が提案されている。
【０００４】
　この基板ボックス封印具は、主に、ボックスベースおよびボックスカバーにそれぞれ配
設される一対の封印部材と、その一対の封印部材を連結する特殊な封印ねじとを備えてい
る。かかる一対の封印部材の一方には、封印ねじを抜き取り不可能な状態で保持するナッ
ト部材が埋設されており、一対の封印部材を互いに対向させつつ当接して、封印ねじをナ
ット部材へねじ込むことにより、その一対の封印部材が封印ねじによって連結され基板ボ
ックスが封印されるのである。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、回路基板を確実に封印して、遊技内容を変更する不正行為を防止し、一方、
かかる不正行為が行われた場合には、その不正行為を早期に発見することができる遊技機
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を提供することを目的としている。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　この目的を達成するために請求項１記載の遊技機は、回路基板と、ベース及びカバーを
有して内部に回路基板が設けられた基板ユニットであって、前記ベース側に設けられる第
１封印手段と、前記カバー側に設けられる第２封印手段と、その第１封印手段と第２封印
手段とを連結する連結封印部材とを有し、その連結封印部材によって前記第１封印手段と
第２封印手段とが連結されている場合に前記回路基板を取り出すときには基板ユニットを
破壊するか或いは所定の部位を切断することを必要とする基板ユニットを備えたものであ
り、第１封印手段は、連結封印部材が挿入される第１封印部が複数並設され、その複数の
第１封印部の と離間した位置 に設けられる第１取付部と
、その第１取付部と各第１封印部とを連結する複数の第１連結部とを備えると共に、第２
封印手段は、連結封印部材が挿入される第２封印部が複数並設され、その複数の第２封印
部の と離間した位置 に設けられる第２取付部と、その第
２取付部と各第２封印部とを連結する複数の第２連結部とを備え、

前記第１封印手段と前記ベースとが前記第１取
付部を介して一体または一体的に設けられてベース体を形成し、前記第２封印手段と前記
カバーとが前記第２取付部を介して一体または一体的に設けられてカバー体を形成し、前
記連結封印部材の予備用の部材である予備用連結封印部材と、前記ベース体またはカバー
体の一方に配設される、前記予備用連結封印部材を抜き差しし得る抜き差し口を有する予
備用部材保持部と、前記ベース体またはカバー体の他方に配設される予備用部材係止部と
を備え、その予備用部材係止部は、前記第１封印部と前記第２封印部とが前記連結封印部
材により連結されている状態において、前記予備用部材保持部の抜き差し口と対向する位
置に設けられ、前記予備用連結封印部材は、前記予備用部材保持部にその抜き取り方向に
一部突出した状態で保持され、前記第１封印部と前記第２封印部とが前記連結封印部材に
より連結されていない状態では、前記予備用部材保持部から抜き取り可能であり、前記第
１封印部と前記第２封印部とが前記連結封印部材により連結されている状態では、前記予
備用部材係止部により抜き取り方向への移動を規制され、前記予備用部材保持部からの抜
き取りが防止されているものであり、さらに、前記予備用部材係止部を含むベース体また
はカバー体を透明材料で形成し、前記第１封印部と第２封印部とが前記連結封印部材によ
り連結されている場合であっても、前記予備用部材保持部と前記予備用部材係止部との間
から前記予備用連結封印部材の突出部を直視できるようにし、かつ、前記予備用部材係止
部を通して前記予備用連結封印部材を視認できるように構成されている。
【０００８】
　この請求項１記載の遊技機は、回路基板をベースまたはカバー内に収納し、ベースに設
けられた第１封印手段とカバーに設けられた第２封印手段とを対向させつつ、ベースとカ
バーとを合致させることにより、回路基板が基板ユニットに被包される。回路基板の被包
後、連結封印部材によって第１封印部と第２封印部とを連結することにより、基板ユニッ
ト内に回路基板が封印される。
【０００９】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の好ましい実施例について、添付図面を参照して説明する。図１は、本発
明の遊技機用基板ボックス封印具の一実施例であるボックス封印具１０を有する基板ボッ
クス１が配設されたパチンコ機５０の裏面図である。図１に示すように、ボックス封印具
１０を有する基板ボックス１は、遊技機の一種であるパチンコ機５０の遊技盤５１の裏面
に設けられた入賞球集合カバー５２に取り付けられている。基板ボックス１は、パチンコ
機５０の遊技内容に関する制御プログラムやデータを記憶したＲＯＭ等の電子部品（制御
部品）が搭載された制御回路基板４（図２参照）を被包するためのものであり、主に、ボ
ックス本体２と、そのボックス本体２に覆設されるボックス蓋体３とを備えている。
【００１０】
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前記第１連結部または

前記第２連結部が前記所定の部位であり、



　このボックス本体２およびボックス蓋体３は、ポリカーボネート樹脂等の耐衝撃性を有
する透明な合成樹脂等でそれぞれ構成されている。この基板ボックス１の互いに対向する
上下壁面には（図１上側および下側）、制御回路基板４（図２参照）への不正行為を防止
するために基板ボックス１を封印する一対のボックス封印具１０が一体成形されており、
このボックス封印具１０は基板ボックス１の一部を構成している。尚、図１では、基板ボ
ックス１により被包される制御回路基板４を省略して図示している。
【００１１】
　図２は、ボックス封印具１０を有する基板ボックス１の分解斜視図であり、図２中の矢
印は、ボックス本体２にボックス蓋体３を結合するため、ボックス本体２に対してボック
ス蓋体３をスライドさせる方向を図示している。図２に示すように、ボックス本体２およ
びボックス蓋体３は、いずれも略矩形皿状に形成されており、制御回路基板４をボックス
本体２内に収納した状態で、互いの開口面を対向させ合致（合体）させることにより、制
御回路基板４を基板ボックス１内に被包することができる。尚、図２では、ボックス封印
具１０における封印ユニット２０，３０の封印部材２１，３１の外形を概略的に図示して
いる。
【００１２】
　ボックス本体２は、制御回路基板４が載置される略平板状の底板２ａと、その底板２ａ
の長手方向における両端部に上方へ向けて立設された一対の側壁２ｂ，２ｃとを備えてい
る。また、ボックス蓋体３は、ボックス本体２の底板２ａに対向しつつボックス本体２の
上部を覆う略平板状の天板３ａと、その天板３ａの長手方向における両端部に下方へ向け
て立設された一対の側壁３ｂ，３ｃと、天板３ａの後側縁部から外方へ向け下降傾斜して
形成された傾斜壁３ｄとを備えている。尚、図２では、制御回路基板４に搭載されるＲＯ
Ｍ等の電子部品を省略して図示している。
【００１３】
　ボックス本体２の底板２ａの後側縁部分（図２の後側）には、矩形状の開口された切欠
部２ｄが形成されており、その切欠部２ｄの下方縁部分には、矩形枠状に形成された４つ
の係合枠２ｄ１が底板２ａの長手方向に略等間隔で形成されている。この各係合枠２ｄ１
はボックス蓋体３の各係合爪３ｄ１と係合するためのものであり、各係合枠２ｄ１には係
合爪３ｄ１が挿入可能な挿入穴２ｄ２がそれぞれ穿設されている。係合爪３ｄ１は、ボッ
クス蓋体３の傾斜壁３ｄの下方に配設されており、上述した各係合枠２ｄ１に対応しつつ
略等間隔で４つ隣接配設されている。この各係合爪３ｄ１の先端部分は略Ｊ字状にそれぞ
れ屈曲されて形成されており、かかる係合爪３ｄ１の先端部分を係合枠２ｄ１の挿入穴２
ｄ２に挿入することにより、各係合爪３ｄ１が各係合枠２ｄ１に係合されるのである。
【００１４】
　また、各係合爪３ｄ１の長手方向幅は、各挿入穴２ｄ２の長手方向幅より幅狭に形成さ
れているので、各係合爪３ｄ１が挿入穴２ｄ２に挿入された場合に、挿入穴２ｄ２および
係合爪３ｄ１の長手方向幅の差分長さだけ、ボックス本体２に対してボックス蓋体３をそ
の長手方向へスライドさせることができる。
【００１５】
　ボックス本体２の底板２ａの前側縁部（図２の手前側）には、矩形状に開口された切欠
部２ｅが形成されており、この切欠部２ｅは、ボックス蓋体３がボックス本体２に覆設さ
れた場合に、基板ボックス１に収納された制御回路基板４に接続されるケーブルを導出す
るための導出口を形成する。また、ボックス本体２の側壁２ｂ，２ｃの上部にはボックス
封印具１０の封印ユニット２０がそれぞれ配設されており、ボックス蓋体３の側壁３ｂ，
３ｃには各封印ユニット２０に対向して封印ユニット３０がそれぞれ配設されている。尚
、ボックス封印具１０の封印ユニット２０，３０についての説明は後述する。
【００１６】
　ボックス本体２の側壁２ｂおよびボックス蓋体３の側壁３ｃには矩形板状のロック板２
ｆ，３ｆが外方へ向けて突設されており、ボックス本体２の側壁２ｃおよびボックス蓋体
３の側壁３ｂにはロック板３ｆ，２ｆが係合される矩形平板状の係合板２ｇ，３ｇが配設
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されている。この係合板２ｇ，３ｇにはロック板３ｆ，２ｆが挿入可能な挿入口２ｈ，３
ｈが穿設されており、ボックス本体２に合致されたボックス蓋体３を矢印方向へスライド
させると、かかる挿入口２ｈ，３ｈへロック板３ｆ，２ｆをそれぞれ挿入することができ
る。その結果、ロック板２ｆ，３ｆおよび係合板３ｇ，２ｇが係合され、ボックス本体２
およびボックス蓋体３を結合することができる。
【００１７】
　ボックス蓋体３の上面には略矩形状の凹部３ｅが２箇所に凹設されており、各凹部３ｅ
には木ねじ等が挿入される通穴３ｅ１がそれぞれ穿設されている。この各通穴３ｅ１は、
制御回路基板４に配置される仕切板５の上面に凹設された２つのねじ穴５ａに対応して穿
設されており、ボックス本体２にボックス蓋体３を覆設した場合に、各通穴３ｅ１へ挿入
された木ねじ等を各ねじ穴５ａにねじ込むことにより、ボックス蓋体３と仕切板５とを連
結することができる。
【００１８】
　各凹部３ｅは封印シールを貼付するための部分であり、封印シールが貼付された場合に
、封印シールがボックス蓋体３の上面より一段低い部分に貼付されることとなるので、貼
付された封印シールが何かに引っかかり剥がれてしまうことが防止され、封印シールを位
置決めしつつ貼付することができる。
【００１９】
　尚、封印シールは、特殊な粘着部が塗布されたシール材で構成されており、この封印シ
ールが貼付された後に剥がされると、シール材から粘着部が剥がれてしまう。よって、一
度剥がされた封印シールを再度貼付することができないので、封印シールが不正に剥がさ
れた場合には、かかる不正行為を容易に発見することができるのである。
【００２０】
　また、各凹部３ｅに貼付される封印シールは、ボックス本体２に跨って貼付され、基板
ボックス１の開封を防止するように貼付される。この場合、各封印シールは各通穴３ｅ１
に覆い被さるように貼付されるので、各通穴３ｅ１に挿入された木ねじ等の抜き取り行為
を防止することができる。更に、各封印シールはロック板２ｆ，３ｆが係合された係合板
３ｇ，２ｇに跨って貼付される。よって、各封印シールを剥がさずに、基板ボックス１を
開封するには、各封印シールを３カ所ずつ切断する必要がある。即ち、一方の封印シール
については、係合板３ｇの下端部分と挿入口３ｈに挿入されたロック板２ｆの上下端面部
分の３カ所を、また、他方の封印シールについては係合板２ｇの上端部分と挿入口２ｈに
挿入されたロック板３ｆの上下端面部分の３カ所を切断しなければならない。よって、基
板ボックス１を不正に開封し、かかる開封行為を隠蔽する場合、封印シールの複数の切断
箇所を接合する必要があり、隠蔽作業を容易に行うことができない。その結果、基板ボッ
クス１の不正な開封行為を防止することができる。
【００２１】
　ボックス蓋体３の側壁３ｃの内側面には略Ｌ字板状の内壁板３ｊが隣接して形成されて
いる。この内壁板３ｊは、天板３ａ下面から下方へ向けて立設されており、その下端が側
壁３ｃの下端より下側に位置するように形成されている。即ち、ボックス蓋体３がボック
ス本体２に覆設された場合に、内壁板３ｊの下端はボックス本体２の側壁２ｃの上端より
下方へ突出するのである。よって、ボックス本体２に覆設されたボックス蓋体３を矢印方
向へスライドした場合に、内壁板３ｊの下端部分をボックス本体２の側壁２ｃの上端部分
に引っ掛けることができる。このように、内壁板３ｊが側壁２ｃに引っ掛かることにより
、ボックス蓋体３の矢印方向へのスライドを停止させることができ、ボックス蓋体３をボ
ックス本体２に確実に合致させることができる。
【００２２】
　制御回路基板４は矩形薄板状に形成されており、その前側両端部分には制御回路基板４
をボックス本体２にねじ止めするための木ねじ等を挿入可能な２つの通穴４ａが穿設され
ている。仕切板５は、耐衝撃性を有するポリカーボネート樹脂等の合成樹脂等で構成され
ており、制御回路基板４の前側縁部分に配置され制御回路基板４と共にボックス本体２に
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取着可能に形成されている。よって、ボックス本体２とボックス蓋体３とを合体させた場
合に、仕切板５により基板ボックス１の内外部を仕切ることができるので、基板ボックス
１の外部からの制御回路基板４への接触行為を防止することができるのである。尚、図２
では、制御回路基板４の上面に搭載されるＲＯＭ等の電子部品を省略して図示している。
【００２３】
　仕切板５上面の長手方向両端部には、木ねじ等（図示せず）がねじ込まれるねじ穴５ａ
がそれぞれ穿設されている。各ねじ穴５ａは、ボックス蓋体３と仕切板５とを連結するた
めのものであり、ボックス蓋体３の上面に穿設された２つの通穴３ｅ１に対応して穿設さ
れている。各ねじ穴５ａの前側部分には、仕切部材５をボックス本体２にねじ止めするた
めの木ねじ等を挿入可能な凹部５ｂが凹設されており、その各凹部５ｂの内部下端には、
制御回路基板４の各通穴４ａに対応して木ねじ等を挿入可能な穴部（図示せず）がそれぞ
れ穿設されている。よって、制御回路基板４をボックス本体２内に載置し、その制御回路
基板４の前側縁部に仕切板５を配置した後、各凹部５ｂから各凹部５ｂの穴部および制御
回路基板４の各通穴４ａへ木ねじ等を挿入し、その木ねじ等をボックス本体２の底板２ａ
へねじ込むことにより、制御回路基板４および仕切板５をボックス本体２にねじ止めする
ことができる。
【００２４】
　また、ボックス本体２の底板２ａの下面には、遊技機５０に配設された薄板鋼材等で構
成された薄皿状の取付部材５３（図１参照）に基板ボックス１を掛止するためのボックス
ロック板６が取着される。このボックスロック板６は透明なＡＢＳ樹脂等の合成樹脂等で
略台形薄板状に形成されており、ボックス本体２の底板２ａの下面にねじ止め等により取
着される。
【００２５】
　図３は、基板ボックス１に配設されたボックス封印具１０の拡大斜視図である。図３に
示すように、上述したボックス封印具１０は、基板ボックス１を封印するための封印ねじ
１１と、その封印ねじ１１が螺入されるナット１２と、封印ねじ１１を係止するためのス
トッパ部材（抜け止め手段）１３と、ナット１２およびストッパ部材１３が配置される４
つの封印部材２１を有する封印ユニット２０と、各封印部材２１に対向してボックス蓋体
３に配設される４つの封印部材３１を有する封印ユニット３０と、封印ねじ１１の予備用
の部材である予備ねじ１１１とを備えている。
【００２６】
　封印ねじ１１は、封印ユニット２０，３０における各封印部材２１，３１を連結するた
めのものであり、ステンレス鋼材等の金属材料で構成されている。封印ねじ１１は、封印
部材２１，３１に挿入される略円柱状の軸部１１ａを備え、その軸部１１ａの先端部１１
ｃにはストッパ部材１３の内孔１３ｂを押し広げるための先細状のテーパ部Ｔ１が形成さ
れ、そのテーパ部Ｔ１の上部にはストッパ部材１３の内孔１３ｂが填り込み可能な係止溝
１１ｆが周設されている。
【００２７】
　この係止溝１１ｆの上部にはおねじの螺刻されたおねじ部１１ｄが形成されており、お
ねじ部１１ｄはナット１２内に螺刻されためねじ部１２ｃに螺合可能に形成されている。
また、おねじ部１１ｄの上部には円柱状の非おねじ部１１ｅが形成されており、非おねじ
部１１ｅの外径はナット１２のめねじ部１２ｃの内径より小さく形成されている。よって
、封印ねじ１１がナット１２に螺入され基板ボックス１が封印された場合、封印ねじ１１
の非おねじ部１１ｅをナット１２のめねじ部１２ｃ内に挿設することができる（図５参照
）。
【００２８】
　軸部１１ａの上端には略半球状の頭部１１ｂが一体成形されている。頭部１１ｂは、そ
の外径が軸部１１ａの外径より大きく形成され、封印部材３１の係合穴３１ａに係合可能
に形成されている。また、頭部１１ｂの上面には、スクリュードライバ等のねじ回し工具
が係合可能な上面視略十字状の係合溝１１ｇが凹設されている。よって、この係合溝１１
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ｇにスクリュードライバ等のねじ回し工具を係合させることにより、封印ねじ１１をねじ
込み方向および反ねじ込み方向の双方に回転することができる。尚、封印ねじ１１と予備
ねじ１１１は略同一形状に形成されているので、予備ねじ１１１の説明は省略する。
【００２９】
　ナット１２は、封印ねじ１１およびストッパ部材１３を封印部材２１内に保持するため
のものであり、封印部材２１に嵌合可能に形成されている。ナット１２は、真鍮等の金属
材料から構成されており、略円盤状に形成されたナット頭部１２ａと、そのナット頭部１
２ａより外径が小さく形成された略円柱状の円筒部１２ｂと、封印ねじ１１のおねじ部１
１ｄに螺合可能なめねじが形成されためねじ部１２ｃと、そのめねじ部１２ｃに連通して
穿設された保持穴１２ｄ（図５参照）とを備えている。
【００３０】
　ナット頭部１２ａは、封印部材２１の嵌合穴２１ａに嵌合可能に形成されており、その
ナット頭部１２ａの下方に形成された円筒部１２ｂは、封印部材２１の嵌合穴２１ｂに嵌
合可能に形成されている。この円筒部１２ｂの外周面にはローレット切りが施されている
ので、嵌合穴２１ｂに嵌合された際に円筒部１２ｂの外周面を嵌合穴２１ｂの内壁に引っ
掛かけることができる。よって、ナット１２を嵌合穴２１ｂ内に保持することができ、ナ
ット１２の抜き取りを抑制することができる（図５参照）。
【００３１】
　ストッパ部材１３は、封印ねじ１１の係止溝１１ｆを介して、封印ねじ１１を封印部材
２１内に係止するためのものであり、バネ鋼材等を用いて上面視略Ｏ字形に形成されたプ
ッシュナットである。ストッパ部材１３は、その略中央部分に略すり鉢状に凹設された受
け部１３ａを有しており、この受け部１３ａの略中央部分には、略円形状の内孔１３ｂが
穿設されている。このため、このストッパ部材１３の受け部１３ａは、封印ねじ１１の先
端部１１ｃを、内孔１３ｂへと案内することができる。
【００３２】
　受け部１３ａには、複数の切欠が略等配分で設けられており、かかる切欠は内孔１３ｂ
に連通して形成されている。よって、ストッパ部材１３の内孔１３ｂに封印ねじ１１の先
端部１１ｃが挿入された場合に、先端部１１ｃのテーパ部Ｔ１を介して受け部１３ａを弾
性変形させて、ストッパ部材１３の内孔１３ｂを押し広げることができるのである。尚、
ストッパ部材１３は、封印部材２１の嵌合穴２１ｂ内であって、ナット１２の下方に配置
される（図５参照）。
【００３３】
　封印ユニット２０は、封印ねじ１１および封印ユニット３０を介して、基板ボックス１
を封印するためのものである。封印ユニット２０は、ボックス本体２と同様に、ポリカー
ボネート樹脂等の耐衝撃性を有する透明な合成樹脂材料で形成されており、ボックス本体
２の側壁２ｂ，２ｃにそれぞれ配設されている（図２参照）。この封印ユニット２０は、
ナット１２およびストッパ部材１３が配置される４つの封印部材２１と、各封印部材２１
とボックス本体２の側壁２ｂ（側壁２ｃ）とを互いに連結する４つの連結部材２２と、封
印ねじ１１の予備用の部材である予備ねじ１１１を保持するために設けられた３つの予備
ねじ保持部材２３とを備えている。
【００３４】
　封印部材２１は、略円柱状に形成されており、その一部が平板状の連結部材２２により
ボックス本体２の側壁２ｂに連結されている。連結部材２２により連結された封印部材２
１とボックス本体２の側壁２ｂとの間には、ニッパ等の工具の刃先が入り込むことが可能
な間隔が形成されており、連結部材２２を切断して封印部材２１を除去する場合に、ニッ
パ等の工具を用いて連結部材２２を容易に切断することができる。尚、図２に示すように
、ボックス本体２の側壁２ｃにも同様に、連結部材２２により封印部材２１が連結されて
いる。
【００３５】
　ボックス本体２の側壁２ｂに配設された４つの封印部材２１のうち、後側（図３の右側
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）に配設された３つの封印部材２１の外周面の前側（図３の左側）には、略板状の予備ね
じ保持部材２３がそれぞれ一体に形成されている。この予備ねじ保持部材２３は、予備ね
じ１１１を保持するためのものであり、その上面には、予備ねじ１１１を挿入可能に形成
された予備ねじ保持穴２３ａが穿設されている。予備ねじ保持穴２３ａは略Ｃ字形に形成
されており、その一部には切欠が設けられている。よって、予備ねじ保持穴２３ａ内への
予備ねじ１１１の挿入に伴って、予備ねじ保持穴２３ａの内径を拡大することができる。
尚、図２に示すように、ボックス本体２の側壁２ｃに配設された封印ユニット２０にあっ
ては、４つの封印部材２１のうち、前側（図２の左側）に配設された３つの封印部材２１
の外周面の後側（図２の右側）に、予備ねじ保持部材２３がそれぞれ一体に形成されてい
る。
【００３６】
　封印部材２１の上面部分、即ち、封印部材３１との当接面（対向面）であって、側壁２
ｂ側の半周部分には、上面視略Ｃ字状の周壁２４が上方へ向けて凸設されている。この周
壁２４は封印部材３１の下面外周に凹設された嵌合溝３５（図４参照）に適合して形成さ
れており、ボックス蓋体３がボックス本体２に覆設され封印部材２１，３１が合致された
場合に、かかる周壁２４を封印部材３１の嵌合溝３５に填め込むことができる。また、封
印部材２１の上面部分であって、反側壁２ｂ側の半周部分には、上面視略Ｃ字状の段差で
ある嵌合溝２５が凹設されている。この嵌合溝２５は封印部材３１の下面外周に凸設され
た周壁３４に適合して形成されており、ボックス蓋体３がボックス本体２に覆設され封印
部材２１，３１が合致された場合に、かかる嵌合溝２５に封印部材３１の周壁３４を填め
込むことができる。
【００３７】
　尚、ボックス本体２の側壁２ｃに配設された封印ユニット２０の各封印部材２１では、
周壁２４は、封印部材３１との当接面であって、反側壁２ｃ側の半周部分に凸設され、か
つ、嵌合溝２５は封印部材３１との当接面であって、側壁２ｃ側の半周部分に凹設されて
いる。
【００３８】
　封印ユニット３０は、封印ねじ１１と封印ユニット２０とを介して、基板ボックス１を
封印するためのものである。封印ユニット３０は、ボックス蓋体３と同様に、ポリカーボ
ネート樹脂等の耐衝撃性を有する透明な合成樹脂材料で形成されており、基板ボックス１
のボックス蓋体３の側壁３ｂ、３ｃにそれぞれ配設されている。この封印ユニット３０は
、封印ねじ１１が係合される４つの封印部材３１と、各封印部材３１とボックス蓋体３の
側壁３ｂ（側壁３ｃ）とを互いに連結するための４つの連結部材３２と、予備ねじ１１１
の頭部１１ｂの上方を覆う３つの予備ねじ保持板３３とを備えている。
【００３９】
　各封印部材３１は、それぞれ略円柱状に形成されており、封印ユニット２０の各封印部
材２１のそれぞれと対向しつつ、連結部材３２によりボックス蓋体３の側壁３ｂに連結さ
れている。また、連結部材３２により連結された封印部材３１とボックス蓋体３の側壁３
ｂとの間には、ニッパ等の工具の刃先が入り込むことが可能な間隔が形成されている。よ
って、連結部材３２を切断して封印部材３１を除去する場合に、ニッパ等の工具を用いて
連結部材３２を容易に切断することができる。尚、図２に示すように、ボックス蓋体３の
側壁３ｃにも同様に、連結部材２２により封印部材２１が連結されている。
【００４０】
　各封印部材３１の上面には、封印ねじ１１の頭部１１ｂと係合される係合穴３１ａと、
その係合穴３１ａに連通した挿入穴３１ｂ（図５参照）とが穿設されている。係合穴３１
ａの内径は、封印ねじ１１の頭部１１ｂの外径より大きく形成されており、その深さ、即
ち、封印部材３１の上面から係合穴３１ａの底面までの長さは、封印ねじ１１の頭部１１
ｂの長さより大きく形成されている。よって、封印ねじ１１の頭部１１ｂを封印部材３１
の上面から突出させることなく、封印部材３１の係合穴３１ａ内に係合させることができ
る（図５参照）。
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【００４１】
　ボックス蓋体３の側壁３ｂに配設された４つの封印部材３１のうち、前側（図３の左側
）に配設された３つの封印部材３１の外周面の後側（図３の右側）には、略平板状の予備
ねじ保持板３３がそれぞれ一体に形成されている。この予備ねじ保持板３３は、予備ねじ
保持部材２３に保持された予備ねじ１１１の頭部１１ｂを上方から押さえるためのもので
ある。各予備ねじ保持板３３の上面には、「２」から「４」までの番号表示Ｋがそれぞれ
表示されている。各番号表示Ｋは、封印ユニット３０の成形と同時に型枠を用いて形成さ
れており、各一対の封印部材２１，３１が封印される順番を表している。尚、この各番号
表示Ｋを付す方法としては、「２」から「４」の数字を印刷した合成樹脂等のシート等を
各予備ねじ保持板３３の上面に貼付等したりしても良い。
【００４２】
　各予備ねじ保持板３３は、それらが形成されている各封印部材３１に対向する封印部材
２１の後側に隣接する封印部材２１の予備ねじ保持部材２３に保持されている予備用封印
部材１１１を上方から押さえることができる。例えば、「２」の番号表示Ｋが付された予
備ねじ保持板３３は、その後側に隣接する（側壁３ｂの最も後側に位置する）封印部材３
１と対向する封印部材２１の予備ねじ保持部材２３に保持された予備ねじ１１１の頭部１
１ｂの上方に覆設され、予備ねじ１１１を押さえることができる。
【００４３】
　また、予備ねじ保持板３３を介して予備ねじ保持部材２３に保持された予備ねじ１１１
を取り出す場合には、連結部材２２または連結部材３２のいずれかを切断すると、予備ね
じ保持板３３による予備ねじ１１１の覆設が解除される。その結果、予備ねじ１１１を予
備ねじ保持穴２３ａから容易に取り外すことができるとともに、かかる予備ねじ１１１を
用いて、封印部材２１，３１を連結して、基板ボックス１を再度封印することができる。
【００４４】
　尚、図２に示すように、ボックス蓋体３の側壁３ｃに配設された封印ユニット３０にあ
っては、４つの封印部材３１のうち、後側（図２の右側）に配設された３つの封印部材２
１の外周面の前側（図２の左側）に、予備ねじ保持板３３がそれぞれ一体に形成されてい
る。
【００４５】
　図４は、天板３ａを下方へ向けた状態のボックス蓋体３の部分的拡大図である。図４に
示すように、封印部材３１の上面部分（図２では下面部分である）、即ち、封印部材２１
との当接面（対向面）であって、反側壁３ｂ側の半周部分には、上面視略Ｃ字状の周壁３
４が上方へ向けて凸設されている。この周壁３４は封印部材２１に凹設された嵌合溝２５
（図３参照）に適合して形成されており、ボックス蓋体３がボックス本体２に覆設され封
印部材２１，３１が合致された場合に、かかる周壁３４を封印部材３１の嵌合溝２５に填
め込むことができる。また、封印部材３１の上面部分であって、側壁３ｂ側の半周部分に
は、上面視略Ｃ字状の段差である嵌合溝３５が凹設されている。この嵌合溝３５は封印部
材２１に凸設された周壁２４に適合して形成されており、ボックス蓋体３がボックス本体
２に覆設され封印部材２１，３１が合致された場合に、封印部材２１の周壁２４が填め込
むことができる。
【００４６】
　尚、ボックス蓋体３の側壁３ｃに配設された封印ユニット３０の各封印部材３１では、
周壁３４は封印部材２１との当接面であって、側壁３ｃ側の半周部分に凸設され、かつ、
嵌合溝３５は封印部材２１との当接面であって、反側壁３ｃ側の半周部分に凹設されてい
る。
【００４７】
　図５は、基板ボックス１を封印した状態におけるボックス封印具１０の部分断面図であ
り、図中の矢印はボックス蓋体３のスライド方向を示している。図５に示すように、上述
したナット１２およびストッパ部材１３は、封印部材２１の内部に配置されており、ナッ
ト１２の円筒部１２ｂの下方にストッパ材１３が配置されている。ナット１２のめねじ部
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１２ｃの内径は、封印ねじ１１の非おねじ部１１ｅの外径と比較して大きく形成されてお
り、めねじ部１２ｃ内に非おねじ部１１ｅを挿設することができる。また、保持穴１２ｄ
は、めねじ部１２ｃと連通して穿設されており、その内径は封印ねじ１１のおねじ部１１
ｄの外径より大きく形成されている。よって、封印ねじ１１がナット１２のめねじ部１２
ｃに螺入されて基板ボックス１が封印された場合、封印ねじ１１のおねじ部１１ｄを保持
穴１２ｄ内に挿設することができる。
【００４８】
　封印部材２１の内部には、内径の異なる複数の同心状の嵌合穴２１ａ，２１ｂ，２１ｃ
が連通してそれぞれ形成されており、これらの内径は嵌合穴２１ａ，２１ｂ，２１ｃの順
に大きく形成されている。嵌合穴２１ａは、封印部材２１の上面に形成されており、ナッ
ト１２のナット頭部１２ａが嵌合可能に形成されている。この嵌合穴２１ａの深さ、即ち
、封印部材２１の上面から嵌合穴２１ａの底面までの長さはナット１２のナット頭部１２
ａの厚さ（軸方向長さ）と略同一に形成されている。よって、嵌合穴２１ａに嵌合された
ナット１２の上端部が封印部材２１の上面から突出することを防止することができる。従
って、ボックス蓋体３をボックス本体２に対して（図２の矢印方向へ）スライドさせる際
に、封印部材３１の下面部分がナット１２の上端部分に引っ掛かることが防止されるので
、ボックス蓋体３を滑らかにスライドさせて、封印部材２１，３１を合致させることがで
きる。
【００４９】
　嵌合穴２１ｂは、嵌合穴２１ａに連通して形成されており、ナット１２の円筒部１２ｂ
が嵌合可能に形成されている。この嵌合穴２１ｂの深さ、即ち、嵌合穴２１ａの底面から
嵌合穴２１ｂの底面までの長さは、ナット１２の円筒部１２ｂの軸方向長さより大きく形
成されており、円筒部１２ｂの下面と嵌合穴２１ｂの底面との間にストッパ部材１３を保
持する空間を形成することができる。また、嵌合穴２１ｂと嵌合穴２１ｃとの連結部分に
は、面取り部Ｃが形成されており、ストッパ部材１３の受け部１３ａが嵌合される。よっ
て、ストッパ部材１３は、面取り部Ｃを介して嵌合穴２１ｂの底面に位置決めされるとと
もに、ナット１２の円筒部１２ｂ下面により押さえ付けられることがない。従って、スト
ッパ部材１３の内孔１３ｂ内に封印ねじ１１の先端部１１ｃを容易に挿入することができ
るとともに、ストッパ部材１３を容易に弾性変形させることができる。
【００５０】
　嵌合穴２１ｃは、嵌合穴２１ｂに連通して形成されており、封印ねじ１１の先端部１１
ｃが嵌合可能に形成されている。この嵌合穴２１ｃの深さ、即ち、嵌合穴２１ｂの底面か
ら嵌合穴２１ｃの底面までの長さは、封印ねじ１１の先端部１１ｃの軸方向長さより大き
く形成されており、嵌合穴２１ｃの底面に封印ねじ１１の先端部１１ｃ下面を当接させて
しまうことがない。
【００５１】
　また、上述した封印部材３１の挿入穴３１ｂの内径は、封印ねじ１１の頭部１１ｂの外
径より小さく形成されるとともに、封印ねじ１１のおねじ部１１ｄの外径より大きく形成
されている。よって、封印ねじ１１のおねじ部１１ｄを挿入穴３１ｂを貫通させて、ナッ
ト１２のめねじ部１２ｃに螺合させることができる。また、封印ねじ１１の係止溝１１ｆ
がストッパ部材１３により係止されて封印ねじ１１が封印部材２１内に取り外し不可能な
状態で保持された場合、封印ねじ１１の頭部１１ｂは係合穴３１ａ内に係合される。従っ
て、封印部材２１，３１は封印ねじ１１により分離不可能に連結され、基板ボックス１は
開封不可能な状態で封印することができるのである。
【００５２】
　図５に示すように、封印部材２１，３１が対向しつつ合致され封印ねじ１１により連結
された場合、封印部材２１の上面部分に凸設された周壁２４は、封印部材３１の下面部分
に凹設された嵌合溝３５に填り込み、封印部材３１の下面部分に凸設された周壁３４は、
封印部材２１の上面部分に凹設された嵌合溝２５に填り込んでいる。よって、封印部材２
１，３１の当接面の間、即ち、周壁２４と嵌合溝３５との当接面の間、又は、周壁３４と
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嵌合溝２５との当接面の間へ薄板状の工具等を差し込み、封印ねじ１１をナット１２およ
びストッパ部材１３ごと封印部材２１から引き抜き、基板ボックス１を開封しようとして
も、薄板状の工具等の先端部分が周壁２４，３４又は嵌合溝２５，３５に引っ掛かるので
、その差し込みを防止することができる。
【００５３】
　例えば、図５の右側部分における嵌合溝２５と周壁３４との当接面の間へ薄板状の工具
等を差し込んで、封印ねじ１１をナット１２およびストッパ部材１３ごと封印部材２１か
ら引き抜き、基板ボックス１を開封しようとしても、薄板状の工具等の先端部分が嵌合溝
２５に当たるので、薄板状の工具等の差し込みを防止することができる。従って、基板ボ
ックス１のこじ開けが防止されて、基板ボックス１に収納された制御回路基板４からＲＯ
Ｍ等を取り外して交換し、パチンコ機５０の遊技内容を変更する不正行為を防止すること
ができるのである。
【００５４】
　図６は、予備ねじ１１１を保持した状態におけるボックス封印具１０の部分断面図であ
る。図６に示すように、上述した予備ねじ保持部材２３の予備ねじ保持穴２３ａは、予備
ねじ保持部材２３の上端面側の内径（上端側内径）より、予備ねじ保持部材２３の下端面
側の内径（下端側内径）を小さくしたテーパ部Ｔ２を有しており、その上端側内径は、予
備ねじ１１１のおねじ部１１ｄの外径と比較して大きく形成されている。よって、このテ
ーパ部Ｔ２を介して、予備ねじ１１１を予備ねじ保持穴２３ａ内へ容易に挿入することが
できる。また、予備ねじ保持穴２３ａの下端側内径は、予備ねじ１１１のおねじ部１１ｄ
の外径と比較して小さく形成されている。よって、予備ねじ１１１を予備ねじ保持穴２３
ａへ挿入した場合、予備ねじ１１１の頭部１１ｂの下端面と予備ねじ保持部材２３の上端
面とが当接するまで、予備ねじ１１１が押し込まれると、予備ねじ保持穴２３ａの下端部
分と予備ねじ１１１のおねじ部１１ｄとが係合して、予備ねじ１１１を予備ねじ保持穴２
３ａ内に取り外し可能な状態で保持することができる。
【００５５】
　また、上述した封印部材３１の予備ねじ保持板３３は、予備ねじ保持部材２３に保持さ
れた予備ねじ１１１の頭部１１ｂの上方に覆設されており、予備ねじ保持板３３の下面と
予備ねじ１１１の頭部１１ｂの頂部とは当接している。よって、予備ねじ１１１の頭部１
１ｂは予備ねじ保持板３３により押さえられているので、予備ねじ１１１の抜け落ちが防
止され、予備ねじ１１１の紛失を防止することができる。また、予備ねじ保持部材２３に
保持された予備ねじ１１１の頭部１１ｂを掴んで、予備ねじ１１１を上方へ抜き取る不正
行為等を防止することができる。尚、図６中の矢印はボックス蓋体３のスライド方向を示
している。
【００５６】
　次に、図２および図５を参照して、制御回路基板４の基板ボックス１への収納方法につ
いて説明する。まず、制御回路基板４をボックス本体２内に載置し、その制御回路基板４
の前側縁部に仕切板５を配置した後、各凹部５ｂから各凹部５ｂの穴部（図示せず）およ
び制御回路基板４の各通穴４ａへ木ねじ等が挿入される。木ねじ等の挿入後、その木ねじ
等がボックス本体２の底板２ａへねじ込まれ、制御回路基板４および仕切板５がボックス
本体２にねじ止めされて、制御回路基板４および仕切板５がボックス本体２に取着される
。一方、ボックス本体２の側壁２ｂ，２ｃにそれぞれ配設された各封印部材２１の嵌合穴
２１ｂ内にストッパ部材１３を挿入し、その上方からナット１２を嵌合穴２１ａ，２１ｂ
内にそれぞれ嵌合させる。その後、各封印ユニット２０の各封印部材２１に設けられた予
備ねじ保持穴２３ａ内に予備ねじ１１１をそれぞれ挿入する。
【００５７】
　各予備ねじ１１１が各予備ねじ保持穴２３ａ内に完全に挿入された後、ボックス蓋体３
の各係合爪３ｄ１の先端部分をボックス本体２の各係合枠２ｄ１の挿入口２ｄ２へ挿入し
て、各係合枠２ｄ１と係合爪３ｄ１とを係合させて、ボックス本体２とボックス蓋体３と
の互いの開口面を合致させ、ボックス本体２の底板２ａに対してボックス蓋体３の天板３
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ａを対向させつつ、ボックス本体２の上方にボックス蓋体３を覆設させる。
【００５８】
　ボックス蓋体３の覆設後、図２または図５の矢印方向へボックス蓋体３をスライドさせ
ると、ロック板２ｆ，３ｆが係合板３ｇ，２ｇの挿入口３ｈ，２ｈにそれぞれ挿入され、
ロック板２ｆ，３ｆおよび係合板３ｇ，２ｇが係合されてボックス本体２とボックス蓋体
３とが結合される。一方、ボックス蓋体３が図２または図５の矢印方向へスライドされる
と、封印部材２１の上面部分に凸設された周壁２４は、封印部材３１の下面部分に凹設さ
れた嵌合溝３５に填り込み、封印部材３１の下面部分に凸設された周壁３４は、封印部材
２１の上面部分に凹設された嵌合溝２５に填り込み、封印部材２１，３１が合致される。
【００５９】
　このように合致された封印部材２１，３１によれば、その当接面（対向面）の間、即ち
、周壁２４と嵌合溝３５との当接面の間、又は、周壁３４と嵌合溝２５との当接面の間へ
薄板状の工具等を差し込み、封印ねじ１１がナット１２およびストッパ部材１３ごと封印
部材２１から引き抜き基板ボックス１を開封しようとしても、薄板状の工具等の先端部分
が周壁２４，３４又は嵌合溝２５，３５に引っ掛かるので、その差し込みが防止される。
一方、封印部材２１，３１が合致されると、各予備ねじ保持板３３は、各予備ねじ保持部
材２３に保持された各予備ねじ１１１の頭部１１ｂ上方に覆設される。
【００６０】
　ボックス本体２とボックス蓋体３とが結合され、封印部材２１，３１が合致されると、
ボックス蓋体３に穿設された各通穴３ｅ１と仕切板５に凹設された各ねじ穴５ａとが対向
しつつ合致する。その後、各通穴３ｅ１を介して仕切板５の各ねじ穴５ａへ木ねじ等をね
じ込み、ボックス本体２、ロック板２ｆ，３ｆ、係合板３ｇ，２ｇおよびボックス蓋体３
の各凹部３ｅに跨るようにして、ボックス蓋体３の各凹部３ｅに封印シールをそれぞれ貼
付する。
【００６１】
　次に、各ボックス封印具１０の封印部材３１のうち、ボックス蓋体３の側壁３ｂの最も
後側に配設された封印部材３１、及び、ボックス蓋体３の側壁３ｃの最前側に配設された
封印部材３１の各挿入穴３１ｂ内に封印ねじ１１の先端部１１ｃをそれぞれ挿入する。封
印ねじ１１挿入後、封印ねじ１１の係合溝１１ｇにスクリュードライバ等のねじ回し工具
を係合し、封印ねじ１１をナット１２にねじ込む。封印ねじ１１がねじ込まれると、封印
ねじ１１のおねじ部１１ｄは、ナット１２のめねじ部１２ｃに螺入される。封印ねじ１１
のねじ込みが続行されると、封印ねじ１１の先端部１１ｃは、ナット１２の下方に配置さ
れたストッパ部材１３の受け部１３ａに到達し、内孔１３ｂへと案内される。封印ねじ１
１の先端部１１ｃが内孔１３ｂへ案内され挿入されると、先端部１１ｃのテーパ部Ｔ１に
より、ストッパ部材１３の内孔１３ａが押し広げられ、ストッパ部材１３の受け部１３ａ
が弾性変形する。
【００６２】
　封印ねじ１１が更にねじ込まれると、封印ねじ１１のおねじ部１１ｄとナット１２のめ
ねじ部１２ｃとの螺合が解除され、おねじ部１１ｄおよび非おねじ部１１ｅはそれぞれ保
持穴１２ｄおよびめねじ部１２ｃ内に挿設され、封印ねじ１１の係止溝１１ｆがストッパ
部材１３により係止され、封印ねじ１１が封印部材２１内にて抜き取り不可能な状態で保
持される。一方、封印ねじ１１の頭部１１ｂは、封印部材３１の係合穴３１ａ内に係合さ
れる。
【００６３】
　その結果、封印ねじ１１を反ねじ込み方向へ回転させた場合、封印ねじ１１のおねじ部
１１ｄは、ナット１２の保持穴１２ｄ内にて空回し、封印ねじ１１を封印部材２１内から
抜き取り不可能にすることができる。更に、封印ねじ１１の頭部１１ｂは、封印部材３１
の係合穴３１ａに係合されているので、基板ボックス１のボックス本体２とボックス蓋体
３とが開封不可能に連結され、基板ボックス１を確実に封印することができる（図５参照
）。よって、基板ボックス１に被包された制御回路基板４の制御用ＲＯＭ等を不適法に取

10

20

30

40

50

(12) JP 3915214 B2 2007.5.16



り外して、パチンコ機５０の遊技内容を変更する不正行為を防止することができる。また
、封印部材２１，３１を破壊、切断等すれば基板ボックス１を開封することができるが、
その場合には、基板ボックス１が開封された痕跡を確実に残すことができる。即ち、不正
行為が行われたか否かを即座に発見することができる。
【００６４】
　また、このようにして基板ボックス１が封印されると、各予備ねじ保持穴２３ａに保持
された各予備ねじ１１１は、各予備ねじ保持板３３により、確実に係止され、各予備ねじ
保持穴２３ａ内に抜き取り不可能な状態で保持される。よって、予備ねじ１１１が予備ね
じ保持穴２３ａから抜け落ちることが防止されるので、予備ねじ１１１の紛失を防止する
ことができる。また、予備ねじ１１１の不正な抜き取りを防止することができる。
【００６５】
　このように本実施例のボックス封印具１０によれば、封印ねじ１１によって連結された
封印部材２１，３１の当接面（対向面）の外周には、周壁２４，３４が凸設され、かつ、
その周壁３４，２４に適合して形成された嵌合溝２５，３５が凹設されている。よって、
封印部材２１，３１の当接面の間、即ち、周壁２４と嵌合溝３５との当接面の間、又は、
周壁３４と嵌合溝２５との当接面の間へ薄板状の工具等を差し込み、封印ねじ１１をナッ
ト１２およびストッパ部材１３ごと封印部材２１から引き抜き、基板ボックス１を開封し
ようとしても、薄板状の工具等の先端部分が周壁２４，３４又は嵌合溝２５，３５に引っ
掛かるので、その差し込みを防止することができる。従って、基板ボックス１のこじ開け
が防止されて、基板ボックス１に収納された制御回路基板４からＲＯＭ等を取り外して交
換し、パチンコ機５０の遊技内容を変更する不正行為を防止することができる。
【００６６】
　図７は、第２実施例のボックス封印具１１０の部分的な側断面図であり、図中の矢印は
ボックス蓋体３のスライド方向を示している。第２実施例のボックス封印具１１０は、上
述した第１実施例のボックス封印具１０に対して、封印部材２１，３１の当接面の形状を
変更したものである。以下、第１実施例と同一の部分には同一の番号を付してその説明は
省略し、異なる部分のみ説明する。
【００６７】
　第１実施例のボックス封印具１０の封印部材２１，３１の当接面（対向面）には、周壁
２４，３４が凸設され、かつ、その周壁３４，２４に適合して形成された嵌合溝２５，３
５が凹設された。しかしながら、第２実施例のボックス封印具１１０では、図７のに示す
ように、封印部材２１の上面右側縁部分に外方へ向けて下降傾斜した傾斜面部１２４が形
成され、封印部材３１の下面右側縁部分に外方へ向けて下降傾斜した傾斜面部１３４が封
印部材２１の傾斜面部１２４に適合して形成されている。
【００６８】
　このように封印部材２１，３１の当接面（対向面）を構成することにより、薄板状の工
具等を用いてボックス封印具１１０をこじ開ける場合、かかる薄板状の工具等を傾斜面部
１２４，１３４に沿わせて傾斜させて差し込む必要がある。この場合、薄板状の工具等の
先端部分は、封印部材２１，３１の水平な当接面に引っ掛かり、深く差し込むことができ
ない。よって、封印部材２１，３１の当接面の間へ薄板状の工具等を差し込み、封印ねじ
１１をナット１２およびストッパ部材１３ごと封印部材２１から引き抜き基板ボックス１
を開封することができず、基板ボックス１に収納された制御回路基板４からＲＯＭ等を取
り外して交換し、パチンコ機５０の遊技内容を変更する不正行為を防止することができる
。
【００６９】
　図８は、第３実施例のボックス封印具２１０の部分的な正面断面図である。第３実施例
のボックス封印具２１０は、上述した第１実施例のボックス封印具１０に対して、まず、
封印部材２１，３１の当接面の形状が変更されている。即ち、第１実施例では、封印部材
２１，３１の当接面には、周壁２４，３４が凸設され、かつ、その周壁３４，２４に適合
して形成された嵌合溝２５，３５が凹設された。しかしながら、第３実施例では、図８の

10

20

30

40

50

(13) JP 3915214 B2 2007.5.16



に示すように、封印部材２１，３１の当接面２１１，３１１がそれぞれ鋸歯状に形成され
ている。当接面２１１，３１１は互いに歯合可能に形成されており、図８の前後方向、即
ち、図８の紙面に対して垂直方向にスライド可能に形成されている。よって、封印部材２
１，３１を合致させるために、ボックス蓋体３をボックス本体２に対して、図８の前後方
向へスライドさせることができるのである。
【００７０】
　このように、封印部材２１，３１の当接面２１１，３１１を鋸歯状に形成することによ
り、薄板状の工具等を当接面２１１，３１１の間へ差し込んでボックス封印具２１０によ
り封印された基板ボックス１をこじ開け開封しようとしても、薄板状の工具等は鋸歯状に
形成された当接面２１１，３１１に引っ掛かり、その差し込みを防止することができる。
【００７１】
　また、鋸等の工具を用いて封印部材２１，３１を連結する封印ねじ１１を切断し基板ボ
ックス１を開封する場合には、封印部材２１，３１の当接面２１１，３１１付近を切断し
なければならない。よって、不正行為を行った者が、不正行為を隠蔽する場合には、切断
部分に接着剤等を塗布し、当接面２１１，３１１の鋸歯形状を修復する必要がある。しか
しながら、かかる鋸歯形状の当接面２１１，３１１を修復して切断の痕跡を隠蔽すること
は容易ではなく、不正行為の隠蔽を確実に行うことができないので、不正行為が早期に発
見されるとともに、かかる不正行為を抑制することができる。
【００７２】
　また、ボックス封印具２１０の互いに対向する封印部材２１，３１は異なる色に着色さ
れている。ところで封印部材２１，３１を連結する封印ねじ１１を鋸等の工具を用いて切
断して基板ボックス１を開封する場合に、封印部材２１と封印部材３１との当接面２１１
，３１１付近を切断しなければならないが、封印部材２１，３１は互いに異なる色に着色
されているので、ボックス封印具２１０の切断部分を接着剤等を用いてを修復し、その切
断を隠蔽するためには、切断部分の色彩を再現する必要がある。しかしながら、かかる切
断部分の色彩を再現することは困難であり、切断の痕跡を隠蔽することは容易ではない。
従って、不正行為の隠蔽を確実に行うことができないので、不正行為を早期に発見できる
と共に、かかる不正行為を抑制することができる。
【００７３】
　尚、ボックス封印具２１０の着色パターンとしては、上下対向する封印部材２１，３１
の色が異なっていれば良く、例えば、封印ユニット２０の各封印部材２１の全てを１の色
（例えば、赤色）に着色し、その封印ユニット２０に対向する封印ユニット３０の各封印
部材３１の全てを他の色（例えば、緑色）に着色しても良い。また、封印ユニット２０の
４つの封印部材２１のそれぞれを異なる色、例えば、赤色、青色、黄色、緑色に着色し、
その赤色の封印部材２１に対向する封印部材３１を緑色、青色の封印部材２１に対向する
封印部材３１を黄色、黄色の封印部材２１に対向する封印部材３１を青色、緑色の封印部
材２１に対向する封印部材３１を赤色に着色しても良い。
【００７４】
　更に、第３実施例のボックス封印具２１０は、封印部材２１および封印部材３１の外周
面（外周）に針金材等で構成されたワイヤ部材２１２，３１２が格子状に略等間隔で周設
されているので、鋸等の工具を用いてボックス封印具２１０を切断して基板ボックス１を
開封する場合に、鋸等の工具の歯がワイヤ部材２１２やワイヤ部材３１２に引っ掛かる。
よって、鋸等の工具による切断が行われると、ワイヤ部材２１２，３１２によって切断部
分以外の封印部材２１，３１の各部分が破壊されて、切断の痕跡を残すことができる。こ
のように破壊された封印部材２１，３１を修復して切断の痕跡を隠蔽することは容易では
なく、不正行為の隠蔽を確実に行うことができない。よって、不正行為が早期に発見され
ると共に、かかる不正行為を抑制することができる。
【００７５】
　以上、実施例に基づき本発明を説明したが、本発明は上記実施例に何ら限定されるもの
ではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変形が可能であることは容易に
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推察できるものである。
【００７６】
　ボックスベースとボックスカバーとを有する遊技機用基板ボックス内に回路基板を被包
して封印するための遊技機用基板ボックス封印具において、前記ボックスベースに配設さ
れる第１封印部材と、その第１封印部材に対向し前記ボックスカバーに配設される第２封
印部材と、その第２封印部材および第１封印部材を連結し前記遊技機用基板ボックスを封
印する連結封印部材とを備え、前記第１封印部材および第２封印部材の対向面にはそれぞ
れ適合した傾斜面が形成されていることを特徴とする遊技機用基板ボックス封印具１。
【００７７】
　この遊技機用基板ボックス封印具１によれば、回路基板をボックスベースまたはボック
スカバー内に収納し、ボックスベースに配設された第１封印部材とボックスカバーに配設
された第２封印部材とを対向させつつ、ボックスベースにボックスカバーを合致させるこ
とにより、回路基板が遊技機用基板ボックスにより被包される。回路基板の被包後、連結
封印部材によって第１封印部材と第２封印部材とを連結することにより、遊技機用基板ボ
ックス内に被包された回路基板が封印される。この第１封印部材と第２封印部材との対向
面にはそれぞれ適合した傾斜面が形成されている。よって、かかる各対向面の間へ薄板状
の工具等を差し込んで遊技機用基板ボックス封印具１をこじ開け開封しようとしても、薄
板状の工具等は各封印部材の対向面に形成された傾斜面に引っ掛かるので、その差し込み
を防止することができる。従って、遊技機用基板ボックスのこじ開けを防止して、遊技機
用基板ボックスに収納された回路基板への不正行為を防止することができる。
【００７８】
　ボックスベースとボックスカバーとを有する遊技機用基板ボックス内に回路基板を被包
して封印するための遊技機用基板ボックス封印具において、前記ボックスベースに配設さ
れる第１封印部材と、その第１封印部材に対向し前記ボックスカバーに配設される第２封
印部材と、その第２封印部材および第１封印部材を連結し前記遊技機用基板ボックスを封
印する連結封印部材とを備え、前記第１封印部材および第２封印部材の対向面はそれぞれ
適合した鋸歯形状に形成されていることを特徴とする遊技機用基板ボックス封印具２。
【００７９】
　この遊技機用基板ボックス封印具２によれば、回路基板をボックスベースまたはボック
スカバー内に収納し、ボックスベースに配設された第１封印部材とボックスカバーに配設
された第２封印部材とを対向させつつ、ボックスベースにボックスカバーを合致させるこ
とにより、回路基板が遊技機用基板ボックスにより被包される。回路基板の被包後、連結
封印部材によって第１封印部材と第２封印部材とを連結することにより、遊技機用基板ボ
ックス内に被包された回路基板が封印される。この第１封印部材と第２封印部材との対向
面はそれぞれ適合した鋸歯形状に形成されている。よって、かかる各対向面の間へ薄板状
の工具等を差し込んで遊技機用基板ボックス封印具２をこじ開け開封しようとしても、薄
板状の工具等は各封印部材の鋸歯形状に形成された対向面に引っ掛かるので、その差し込
みを防止することができる。従って、遊技機用基板ボックスのこじ開けを防止して、遊技
機用基板ボックスに収納された回路基板への不正行為を防止することができる。
【００８０】
　また、鋸等の工具を用いて各封印部材を連結する連結封印部材を切断し遊技機用基板ボ
ックスを開封する場合には、第１封印部材と第２封印部材との対向面付近を切断しなけれ
ばならない。よって、不正行為を行った者が、不正行為を隠蔽するためには、切断部分に
接着剤等を塗布し、対向面の鋸歯形状を修復する必要がある。しかしながら、かかる鋸歯
形状の対向面を修復して切断の痕跡を隠蔽することは容易ではなく、不正行為の隠蔽を確
実に行うことができない。従って、不正行為を早期に発見できると共に、かかる不正行為
を抑制することができる。
【００８１】
　遊技機用基板ボックス封印具１，２、又は、請求項１記載の遊技機用基板ボックス封印
具において、前記第１封印部材および第２封印部材は異なる色に着色されていることを特
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徴とする遊技機用基板ボックス封印具３。この遊技機用基板ボックス封印具３によれば、
鋸等の工具を用いて各封印部材を連結する連結封印部材を切断し遊技機用基板ボックスを
開封する場合には、第１封印部材と第２封印部材との対向面付近を切断しなければならな
い。各封印部材は互いに異なる色に着色されているので、遊技機用基板ボックス封印具３
の切断部分を接着剤等を用いて修復し、その切断を隠蔽するためには、切断部分の色彩を
再現する必要がある。しかしながら、かかる切断部分の色彩を再現することは困難であり
、切断の痕跡を隠蔽することは容易ではない。従って、不正行為の隠蔽を確実に行うこと
ができないので、不正行為を早期に発見できると共に、かかる不正行為を抑制することが
できる。
【００８２】
　遊技機用基板ボックス封印具１から３のいずれか、又は、請求項１記載の遊技機用基板
ボックス封印具において、前記第１封印部材および第２封印部材の外周には針金材が格子
状に周設されていることを特徴とする遊技機用基板ボックス封印具４。この遊技機用基板
ボックス封印具４によれば、各封印部材の外周には針金材が格子状に周設されているので
、鋸等の工具を用いて遊技機用基板ボックス封印具４を切断して遊技機用基板ボックスを
開封する場合に、鋸等の工具の歯が針金材に引っ掛かる。よって、鋸等の工具による切断
が行われると、針金材によって切断部分以外の封印部材の各部分が破壊されて、切断の痕
跡を残すことができる。このように破壊された各封印部材を修復して切断の痕跡を隠蔽す
ることは容易ではなく、不正行為の隠蔽を確実に行うことができない。従って、不正行為
を早期に発見できると共に、かかる不正行為を抑制することができる。
【００８３】
【発明の効果】
　本発明の遊技機によれば、回路基板をベースまたはカバー内に収納し、ベースに配設さ
れた第１封印部手段とカバーに配設された第２封印手段とを対向させつつ、ベースにカバ
ーを合致させることにより、回路基板が基板ユニットに設置される。回路基板の設置後、
連結封印部材によって第１封印部と第２封印部とを連結することにより、基板ユニットに
設けられた回路基板が封印される。
【００８４】
　よって、基板ユニットに設けられた回路基板の制御用ＲＯＭ等を不適法に取り外して、
遊技機の遊技内容を変更する不正行為を防止することができる。また、第１封印部または
第２封印部を破壊、切断等すれば基板ユニットを開封することができるが、その場合には
、基板ユニットが開封された痕跡を確実に残すことができる。即ち、不正行為が行われた
か否かを即座に発見することができるという効果がある。
【００８５】
　また、このようにして基板ユニットが封印されると、予備用部材保持部に保持された予
備用連結封印部材は、予備用部材係止部により、確実に係止され、予備用部材保持部から
の抜き取りが防止される。よって、予備用連結封印部材の紛失を防止することができると
いう効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の遊技機用基板ボックス封印具の一実施例であるボックス封印具を有す
る基板ボックスが配設されたパチンコ機の裏面図である。
【図２】　ボックス封印具を有する基板ボックスの分解斜視図である。
【図３】　基板ボックスに配設されたボックス封印具の拡大斜視図である。
【図４】　天板を下方へ向けた状態のボックス蓋体の部分的拡大図である。
【図５】　基板ボックスを封印した状態におけるボックス封印具の部分断面図である。
【図６】　予備ねじを保持した状態におけるボックス封印具の部分断面図である。
【図７】　第２実施例のボックス封印具の部分的な側断面図である。
【図８】　第３実施例のボックス封印具の部分的な正面断面図である。
【符号の説明】
１　　基板ボックス（基板ユニット）
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２　　ボックス本体（ベース、ベース体の一部）
２ｂ，２ｃ　側壁（第１取付部）
３　　ボックス蓋体（カバー、カバー体の一部）
３ｂ，３ｃ　側壁（第２取付部）
４　　制御回路基板（回路基板）
５　　仕切板
１０，１１０，２１０　ボックス封印具
１１　封印ねじ（連結封印部材）
１２　ナット
１３　ストッパ部材
２０　封印ユニット（第１封印手段、ベース体の一部）
３０　封印ユニット（第２封印手段、カバー体の一部）
２１　封印部材（第１封印部）
３１　封印部材（第２封印部）
２２　連結部材（第１連結部）
３２　連結部材（第２連結部）
２３　予備ねじ保持部材（予備用部材保持部）
２４，３４　周壁
２５，３５　嵌合溝
３３　予備ねじ保持板（予備用部材係止部）
５０　パチンコ機（遊技機）
５１　遊技盤
５２　入賞球集合カバー
１１１　予備ねじ（予備用連結封印部材）
１２４，１３４　傾斜面部
２１１，３１１　当接面
２１２，３１２　ワイヤ部材
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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